
 練馬区知的障害者福祉法施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

 

 

  令和８年５月２９日 

 

 

 

           練馬区長  吉  田  健  一 



練馬区規則第７１号 

 

   練馬区知的障害者福祉法施行規則の一部を改正する規則 

 

 練馬区知的障害者福祉法施行規則（昭和40年４月練馬区規則第11号）の一部を

つぎのように改正する。 

 別表の⑵の表の注５第１号、別表の⑷の表の注５第１号および別表の⑸の表の

注５第１号中「、附則第５条の４第６項および附則第５条の４の２第５項」を「

および附則第５条の４第５項」に改める。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


